
別     表 
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別 表 

１ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，再生可能エネルギー特別措置

法第16条第２項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定

に基づき納付金単価を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といい

ます。）および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

なお，当社は，再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社

の事務所に掲示いたします。 

(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

イ (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，ロおよびハの

場合を除き，当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単

価を定める告示がなされた年の４月の検針日から翌年の４月の検針日の

前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

ロ 記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめお客さまに計量

日をお知らせしたときは，再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用

期間は，イに準ずるものといたします。この場合，イにいう検針日は，計

量日といたします。 

ハ 定額制供給の場合は，再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期

間は，イに準ずるものといたします。この場合，イにいう検針日は，その

お客さまの属する検針区域の検針日といたします。ただし，臨時電灯およ

び臨時電力で，料金の算定期間を契約使用開始日から翌月の応当日の前日

までの期間，または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とす

る場合は，イにいう検針日は，応当日といたします。 

(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は，次により算定いたします。 

なお，再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単
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位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

(ｲ) 定額制供給の場合 

ａ 定額電灯および公衆街路灯Ａ 

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，各契約負荷設備ごとの(1)

に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の合計といたします。 

ｂ 臨時電灯Ａおよび臨時電力 

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，各契約種別ごとの(1)に定め

る再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。 

(ﾛ) 従量制供給の場合 

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，ａおよびｂの場合を除き，

その１月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課

金単価を適用して算定いたします。 

ａ 従量電灯，臨時電灯Ｂおよび公衆街路灯Ｂ

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，１月の使用電力量に(1)に定

める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたしま

す。ただし，最低料金適用電力量までは，最低料金に適用される再生

可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。 

なお，最低料金適用電力量とは，１契約につき最初の 10キロワット

時までの最低料金が適用される電力量をいいます。 

ｂ 予 備 電 力

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その１月の使用電力量につ

き，そのお客さまの常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金

とあわせて算定いたします。 

ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第１項の規

定により認定を受けた場合で，お客さまから当社にその旨を申し出てい

ただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は，次のとおりとい

たします。 

(ｲ) (ﾛ)および(ﾊ)の場合を除き,お客さまからの申出の直後の４月の検針

日から翌年の４月の検針日（お客さまの事業所が再生可能エネルギー特
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別措置法第17条第５項または第６項の規定により認定を取り消された

場合は，その直後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該事

業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は，イ

にかかわらず，イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算

定された金額から，当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第

３項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エ

ネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて

えた金額（以下「減免額」といいます。）を差し引いたものといたしま

す。 

なお，減免額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

(ﾛ) 記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめお客さまに計

量日をお知らせしたときは，(ｲ)に準ずるものといたします。この場合，

(ｲ)にいう検針日は，計量日といたします。 

(ﾊ) 定額制供給の場合は，(ｲ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)

にいう検針日は，そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。

ただし，臨時電灯および臨時電力で，料金の算定期間を契約使用開始日

から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌月の応

当日の前日までの期間とする場合は，(ｲ)にいう検針日は，応当日とい

たします。 

２ 燃 料 費 調 整 

(1) 燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は，貿易統計の輸入品

の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値といた

します。 

なお，平均燃料価格は，100 円単位とし，100 円未満の端数は，10 円の

位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β 
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Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均

原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

α＝0.2410 

β＝1.1282 

なお，各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原

油価格および１トン当たりの平均石炭価格の単位は，１円とし，その端数

は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は，各契約種別ごとに次の算式によって算定された値と

いたします。 

なお，燃料費調整単価の単位は，１銭とし，その端数は，小数点以下第

１位で四捨五入いたします。 

(ｲ) １キロリットル当たりの平均燃料価格が25,100円を下回る場合

燃 料 費

調整単価
＝（25,100 円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価

1,000

(ﾛ) １キロリットル当たりの平均燃料価格が25,100円を上回り，かつ，

37,700円以下の場合 

燃 料 費

調整単価
＝（平均燃料価格－25,100 円）× 

(2)の基準単価

1,000

(ﾊ) １キロリットル当たりの平均燃料価格が37,700円を上回る場合 

平均燃料価格は，37,700円といたします。 

燃 料 費

調整単価
＝（37,700 円－25,100 円）× 

(2)の基準単価

1,000

ハ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調

整単価は，その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

に使用される電気に適用いたします。 

(ｲ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は，(ﾛ)
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および(ﾊ)の場合を除き，次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年１月１日から３月 31 日までの

期間 

その年の５月の検針日から６月の検針

日の前日までの期間 

毎年２月１日から４月 30 日までの

期間 

その年の６月の検針日から７月の検針

日の前日までの期間 

毎年３月１日から５月 31 日までの

期間 

その年の７月の検針日から８月の検針

日の前日までの期間 

毎年４月１日から６月 30 日までの

期間 

その年の８月の検針日から９月の検針

日の前日までの期間 

毎年５月１日から７月 31 日までの

期間 

その年の９月の検針日から 10 月の検

針日の前日までの期間 

毎年６月１日から８月 31 日までの

期間 

その年の 10 月の検針日から 11 月の検

針日の前日までの期間 

毎年７月１日から９月 30 日までの

期間 

その年の 11 月の検針日から 12 月の検

針日の前日までの期間 

毎年８月１日から10月31日までの

期間 

その年の 12 月の検針日から翌年の１

月の検針日の前日までの期間 

毎年９月１日から11月30日までの

期間 

翌年の１月の検針日から２月の検針日

の前日までの期間 

毎年 10 月１日から 12 月 31 日まで

の期間 

翌年の２月の検針日から３月の検針日

の前日までの期間 

毎年 11 月１日から翌年の１月 31

日までの期間 

翌年の３月の検針日から４月の検針日

の前日までの期間 

毎年 12 月１日から翌年の２月 28

日までの期間（翌年が閏年となる場

合は，翌年の２月 29日までの期間）

翌年の４月の検針日から５月の検針日

の前日までの期間 
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(ﾛ) 記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめお客さまに計

量日をお知らせしたときは，各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費

調整単価適用期間は，(ｲ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)に

いう検針日は，計量日といたします。 

(ﾊ) 定額制供給の場合は，各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整

単価適用期間は，(ｲ)に準ずるものといたします。この場合，(ｲ)にいう

検針日は，そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。ただし，

臨時電灯および臨時電力で，料金の算定期間を契約使用開始日から翌月

の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌月の応当日の前

日までの期間とする場合は，(ｲ)にいう検針日は，応当日といたします。 

ニ 燃料費調整額  

(ｲ) 定額制供給の場合 

ａ 定額電灯および公衆街路灯Ａ

燃料費調整額は，ロによって算定された各契約負荷設備ごとの燃料

費調整単価の合計といたします。 

ｂ 臨時電灯Ａおよび臨時電力

燃料費調整額は，ロによって算定された各契約種別ごとの燃料費調

整単価といたします。 

(ﾛ) 従量制供給の場合 

燃料費調整額は，その１月の使用電力量にロによって算定された燃料

費調整単価を適用して算定いたします。ただし，従量電灯，臨時電灯Ｂ

および公衆街路灯Ｂのお客さまについては，最低料金適用電力量までは，

最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。 

なお，最低料金適用電力量とは，１契約につき最初の10キロワット時

までの最低料金が適用される電力量をいいます。 

(2) 基 準 単 価  

基準単価は，平均燃料価格が1,000円変動した場合の値といたします。 

イ 定額制供給の場合 

(ｲ) 定額電灯および公衆街路灯Ａ 
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基準単価は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといたしま

す。 

電

灯

10ワットまでの１灯につき 1円20銭4厘

10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき 2円40銭7厘

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき 4円81銭6厘

40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき 7円22銭3厘

60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき 12円03銭9厘

100ワットをこえる１灯につき100ワットまで 

ごとに 
12円03銭9厘

小

型

機

器

50ボルトアンペアまでの１機器につき 3円59銭5厘

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアま  

での１機器につき 
7円19銭2厘

100ボルトアンペアをこえる１機器につき100 

ボルトアンペアまでごとに 
7円19銭2厘

(ﾛ) 臨 時 電 灯 Ａ 

基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって，１日につき次

のとおりといたします。 

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 9銭7厘

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア 

までの場合 
19銭4厘

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペア

までの場合100ボルトアンペアまでごとに 
19銭4厘

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロボルトアン

ペアまでの場合 
1円94銭1厘

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボルトア

ンペアまでの場合１キロボルトアンペアまでごとに 
1円94銭1厘
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(ﾊ) 臨 時 電 力 

基準単価は，次のとおりといたします。ただし，契約電力が0.5キロ

ワットの場合の基準単価は，契約電力が１キロワットの場合の基準単価

の半額といたします。 

契約電力１キロワット１日につき 2円03銭9厘

ロ 従量制供給の場合 

(ｲ) 従量電灯，臨時電灯Ｂおよび公衆街路灯Ｂ 

基準単価は，次のとおりといたします。 

最低料 金 １契約につき最初の10キロワット時まで 3円10銭0厘

電力量料金 上記をこえる１キロワット時につき 31銭0厘

(ﾛ) (ｲ)以外の場合 

基準単価は，次のとおりといたします。 

１キロワッ 

ト時につき 

低圧で供給を受ける場合 31銭0厘

高圧で供給を受ける場合 29銭9厘

(3) 燃料費調整単価等の掲示 

当社は，(1)イの各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たり

の平均原油価格，１トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定さ

れた燃料費調整単価を当社の事務所に掲示いたします。 

３ 契約負荷設備の総容量の算定 

(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値にも

とづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。 
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イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合 

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合，

最大の入力の電気機器から順次対象といたします。 

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合 

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて

次によって算定した値を加えたものといたします。 

(ｲ) 住宅，アパ－ト，寮，病院，学校および寺院 

１差込口につき   50ワット 

(ﾛ) (ｲ)以外の場合 

１差込口につき   100ワット 

(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の１回路当たりの平

均負荷設備容量にもとづき，契約負荷設備の総容量（入力）を算定いたしま

す。 

４ 負荷設備の入力換算容量 

(1) 照明用電気機器 

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。 

イ け い 光 灯  

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 入 力（ワット） 

高力率 型 
管灯の定格消費電力 

（ワット）× 150パーセント 管灯の定格消費電力 

（ワット）× 125パーセント
低力率 型 

管灯の定格消費電力 

（ワット）× 200パーセント 

ロ ネ オ ン 管 灯 
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２次電 圧 

（ボルト） 

換 算 容 量  

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

3,000 30 80 30 

6,000 60 150 60 

9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 

15,000 180 350 180 

ハ スリームラインランプ 

管の長さ 

（ミリメートル）

換 算 容 量  

入力（ボルトアンペア） 入  力（ワット） 

999以下 40 40 

1,149 〃 60 60 

1,556 〃 70 70 

1,759 〃 80 80 

2,368 〃 100 100 

ニ 水 銀 灯 

出 力 

（ワット） 

換 算 容 量  

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

40以下 60 130 50 

60 〃 80 170 70 

80 〃 100 190 90 

100 〃 150 200 130 

125 〃 160 290 145 

200 〃 250 400 230 

250 〃 300 500 270 

300 〃 350 550 325 

400 〃 500 750 435 

700 〃 800 1,200 735 

1,000 〃 1,200 1,750 1,005 
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(2) 誘 導 電 動 機 

イ 単相誘導電動機 

(ｲ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力［キロワット］）

は，換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。 

(ﾛ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。 

出力（ワット） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

35以下 － 160 

出力（ワット） 

× 133.0 

 パーセント

45 〃 － 180 

65 〃 － 230 

100 〃 250 350 

200 〃 400 550 

400 〃 600 850 

550 〃 900 1,200 

750 〃 1,000 1,400 

ロ ３相誘導電動機 

契約負荷設備 換算容量（入力［キロワット］） 

低圧誘導電動機 
出力（馬力）     ×   93.3パーセント 

出力（キロワット）  ×  125.0パーセント 

高圧誘導電動機 
出力（馬力）     ×   87.8パーセント 

出力（キロワット）  ×  117.6パーセント 

(3) レントゲン装置 

レントゲン装置の換算容量は，次によります。 

なお，レントゲン装置が２以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大き

い換算容量といたします。 
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装置種別 

(携帯型および移 

動型を含みます。) 

最高定格管電圧 

（キロボルトピーク） 

管   電   流 

（短時間定格電流） 

（ミリアンペア） 

換算容量 

（入力）
(キロボルト 

   アンペア） 

 治療用装置 

定格1次最 

大入力(キロ 

ボルトアンペ 

ア)の値とい 

たします。 

 診察用装置 

95キロボルトピーク以下 

20 ミリアンペア以下 1 

20 ミリアンペア超過   30 ミリアンペア以下   1 .5 

30       〃            50        〃 2 

50       〃           100        〃 3 

100       〃           200        〃 4 

200       〃           300        〃 5 

300       〃           500        〃   7 .5 

500       〃         1,000        〃 10 

95キロボルトピーク超過 

100キロボルトピーク以下 

200 ミリアンペア以下 5 

200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 6 

300        〃          500         〃 8 

500        〃        1,000         〃  13 .5 

100キロボルトピーク超過 

125キロボルトピーク以下 

500 ミリアンペア以下   9 .5 

500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 16 

125キロボルトピーク超過 

150キロボルトピーク以下 

500 ミリアンペア以下 11 

500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下  19 .5 

蓄電器放電 

式 診 察 用 

装 置 

コ
ン
デ
ン
サ
容
量

0 .75 マイクロファラッド以下 1 

0 .75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 2 

1 .5           〃        3                 〃 3 

(4) 電 気 溶 接 機  

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 

入力（キロワット）＝ 最大定格１次入力（キロボルトアンペア） 

× 70 パーセント

ロ イ以外の場合 

入力（キロワット）＝ 実測した１次入力（キロボルトアンペア） 

× 70 パーセント 
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(5) そ の 他 

イ (1)，(2)，(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算

容量（入力）は，実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によっ

て定めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換算容量

（入力）とすることがあります。 

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠く

ことができない表示灯は，動力とあわせて１契約負荷設備として契約負荷

設備の容量（入力）を算定いたします。 

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の

容量の算定の対象といたしません。 

５ 契約受電設備容量の算定 

単相変圧器を結合して使用する場合の契約受電設備の群容量（キロボルトア

ンペア）は，次の算式によって算定された値といたします。 

(1) ΔまたはＹ結線の場合 

群容量＝ 単相変圧器容量（キロボルトアンペア）× ３ 

(2) Ｖ結線（同容量変圧器）の場合 

群容量＝ 単相変圧器容量（キロボルトアンペア）× ２ × 0.866 

(3) 変則Ｖ結線（異容量変圧器）の場合 

群容量＝ 電灯電力用変圧器容量（キロボルトアンペア）－ 電力用変圧器

容量（キロボルトアンペア）＋ 電力用変圧器容量（キロボルト

アンペア）× ２ × 0.866 

６ 平均力率の算定 

(1) 平均力率は，無効電力量を有効電力量で除してえた値（端数は，小数点以

下第５位で四捨五入いたします。）に応じて，次のとおりといたします。た

だし，有効電力量の値が零となる場合の平均力率は，85パーセントとみなし

ます。 
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無効電力量／有効電力量の値 
平均力率 

（ﾊﾟｰｾﾝﾄ） 
無効電力量／有効電力量の値 

平均力率 

（ﾊﾟｰｾﾝﾄ） 

0.0000
0.1005
0.1753
0.2280
0.2719
0.3107
0.3462
0.3794
0.4109
0.4410
0.4702
0.4985
0.5262
0.5534
0.5802
0.6067
0.6330
0.6591
0.6851
0.7111
0.7371
0.7631
0.7893
0.8155
0.8420
0.8686
0.8955
0.9226
0.9501
0.9779
1.0061
1.0346
1.0637
1.0932
1.1232
1.1537
1.1849
1.2167
1.2491
1.2823
1.3162
1.3509
1.3865
1.4230
1.4604
1.4989
1.5385
1.5793
1.6212
1.6645
1.7092

から 0.1004
0.1752
0.2279
0.2718
0.3106
0.3461
0.3793
0.4108
0.4409
0.4701
0.4984
0.5261
0.5533
0.5801
0.6066
0.6329
0.6590
0.6850
0.7110
0.7370
0.7630
0.7892
0.8154
0.8419
0.8685
0.8954
0.9225
0.9500
0.9778
1.0060
1.0345
1.0636
1.0931
1.1231
1.1536
1.1848
1.2166
1.2490
1.2822
1.3161
1.3508
1.3864
1.4229
1.4603
1.4988
1.5384
1.5792
1.6211
1.6644
1.7091
1.7554

まで 100 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
84 
83 
82 
81 
80 
79 
78 
77 
76 
75 
74 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 

1.7555
1.8032
1.8527
1.9040
1.9572
2.0125
2.0701
2.1300
2.1924
2.2577
2.3259
2.3973
2.4722
2.5508
2.6335
2.7207
2.8127
2.9100
3.0131
3.1226
3.2391
3.3634
3.4963
3.6390
3.7920
3.9573
4.1363
4.3306
4.5425
4.7745
5.0299
5.3122
5.6262
5.9776
6.3737
6.8238
7.3397
7.9374
8.6381
9.4713
10.4788
11.7222
13.2959
15.3522
18.1544
22.1998
28.5540
39.9876
66.6668
199.9976

から 1.8031
1.8526
1.9039
1.9571
2.0124
2.0700
2.1299
2.1923
2.2576
2.3258
2.3972
2.4721
2.5507
2.6334
2.7206
2.8126
2.9099
3.0130
3.1225
3.2390
3.3633
3.4962
3.6389
3.7919
3.9572
4.1362
4.3305
4.5424
4.7744
5.0298
5.3121
5.6261
5.9775
6.3736
6.8237
7.3396
7.9373
8.6380
9.4712
10.4787
11.7221
13.2958
15.3521
18.1543
22.1997
28.5539
39.9875
66.6667
199.9975

∞

まで 49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

なお，平均力率は，次の算式によって算定された値によるものといたします。 

100
)()( 22

×
無効電力量＋有効電力量

有効電力量
）＝平均力率（パーセント



― 173 ―

(2) 有効電力量および無効電力量の計量については，29（使用電力量等の計量）

(1)，(3)，(4)，(6)イおよび(7)に準ずるものといたします。ただし，有効

電力量または無効電力量は，29（使用電力量等の計量）(4)の規定にかかわ

らず，当分の間，やむをえない場合には，供給電圧と異なった電圧で計量い

たします。この場合，有効電力量または無効電力量は，計量された有効電力

量または無効電力量を，供給電圧と同位にするために原則として３パーセ

ントの損失率によって修正したものといたします。 

７ 加重平均力率の算定 

加重平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。 

加重平均力率（パーセント） 

=

100 

ﾊﾟｰｾﾝﾄ × {
電熱器

総容量} ＋
 90  

ﾊﾟｰｾﾝﾄ × {
力率90ﾊﾟｰｾﾝﾄ

の機器総容量} ＋
80  

ﾊﾟｰｾﾝﾄ × {
力率80ﾊﾟｰｾﾝﾄ

の機器総容量}
機   器   総   容   量 

８ 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。 

(1) 照明用電気機器 

イ け い 光 灯  

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付

容量は，次によります。 

電     圧 

（ ボ ル ト ） 

管灯の定格消費電力 

（ ワ ッ ト ） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

100 

10 3.5 
15 4.5 
20 5.5 
30 9 
40 14 
60 17 
80 25 
100 30 

200 

40 3.5 
60 4.5 
80 5.5 
100 7 
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ロ ネ オ ン 管 灯  

変 圧 器 ２ 次 電 圧

（ ボ ル ト ） 

変 圧 器 容 量

（ボルトアンペア） 

コンデンサ取付容量

（マイクロファラッド） 

3,000 80 20 

6,000 100 30 

9,000 200 50 

12,000 300 50 

15,000 350 75 

ハ 水 銀 灯 

出力（ワット） 
コンデンサ取付容量（マイクロファラッド） 

100ボルト 200ボルト 

50以下 30 7 

100 〃 50 9 

250 〃 75 15 

300 〃 100 20 

400 〃 150 30 

700 〃 250 50 

1,000 〃 300 75 

(2) 誘 導 電 動 機  

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 

(ｲ) 単相誘導電動機 

電動機定格出力 

（キロワット） 

馬 力 1／8 1／4 1／2 1 

キ ロ 

ワット 
0.1 0.2 0.4 0.75 

コンデンサ 

取付容量 

（マイクロ 

ファラッド） 

使用電圧 

100ボルト 
 40 50 75 100 

使用電圧 

200ボルト 
 20 20 30 40 
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(ﾛ) ３相誘導電動機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

電動機 

定 格 

出 力 

馬力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 

キロワット 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド）
10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 

やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括してコンデン

サを取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応す

るイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。 

(3) 電気溶接機（使用電圧200ボルトの場合といたします。） 

イ 交流アーク溶接機 

溶 接 機 最 大 入 力 

（キロボルトアンペア）

3 

以上 

5 

以上 

7.5 

以上 

10 

以上 

15 

以上 

20 

以上 

25 

以上 

30 

以上 

35 

以上 

40 

以上 

45以上

50未満

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド）
100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 

ロ 交流抵抗溶接機 

イの容量の 50パーセントといたします。 

(4) そ  の  他 

(1)，(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については，機

器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。 

９ 契約電力等の算定方法 

(1) 高圧で電気の供給を受ける農事用電力のお客さまで，契約電力が500キロ

ワット未満の場合の契約電力は，契約負荷設備の総入力（出力で表示されて

いる場合等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕に

よって換算するものといたします。），または契約受電設備の総容量（単相

変圧器を結合して使用する場合は，別表５〔契約受電設備容量の算定〕によ

って算定された群容量によります。）と受電電圧と同位の電圧で使用する契

約負荷設備の総入力（出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備
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ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたし

ます。）の合計のうち，いずれか小さい方に次のイまたはロによってえた値

といたします。 

イ 契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は，別表４〔負荷

設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）の合計に次

の係数を乗じてえた値といたします。 

なお，電灯または小型機器について差込口の数と電気機器の数が異なる

場合は，契約負荷設備の入力を別表３（契約負荷設備の総容量の換算）(1)

に準じて算定いたします。また，動力について電気機器の試験用に電気を

使用される等特別の事情がある場合は，その回路において使用される最大

電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していた

だき，その容量を当該回路において使用される負荷設備の入力とみなしま

す。この場合，その容量は(2)に準じて算定し，次の係数は乗じないもの

といたします。 

最初の6キロワットにつき 100パーセント 

次の14キロワットにつき 90パーセント 

次の30キロワットにつき 80パーセント 

次の100キロワットにつき 70パーセント 

次の150キロワットにつき 60パーセント 

次の200キロワットにつき 50パーセント 

500キロワットをこえる部分につき 30パーセント 

ロ 契約受電設備の総容量（単相変圧器を結合して使用する場合は，別表５

〔契約受電設備容量の算定〕によって算定された群容量によります。）と

受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備の総入力（出力で表示され

ている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表４〔負荷設備の入力換算容量〕

によって換算するものといたします。）との合計（この場合，契約受電設

備の総容量については，１ボルトアンペアを１ワットとみなします。）に

次の係数を乗じてえた値といたします。 
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最初の50キロワットにつき 80パーセント 

次の50キロワットにつき 70パーセント 

次の200キロワットにつき 60パーセント 

次の300キロワットにつき 50パーセント 

600キロワットをこえる部分につき 40パーセント 

ただし，次の変圧器は，契約受電設備の総容量の算定の対象といたしま

せん。 

(ｲ) ２次側に契約負荷設備が直接接続されていない変圧器 

(ﾛ) ２次側に受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備が接続され

ている変圧器 

(ﾊ) 電圧を契約負荷設備の使用電圧と同位の電圧に変更する変圧器の２

次側に接続されている変圧器（(ﾛ)に該当する変圧器の２次側に接続さ

れている変圧器を除きます。） 

(ﾆ) 予備設備であることが明らかな変圧器 

(2) 20（低圧電力）(4)ロの場合の契約電力は，次により算定いたします。た

だし，契約電力を算定する場合は，力率（100パーセントといたします。）

を乗じます。 

イ 供給電気方式および供給電圧が交流単相２線式標準電圧100ボルトもし

くは200ボルトまたは交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルト

の場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）× 電圧（ボルト）× 
1

1,000

なお，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧

は，200ボルトといたします。 

ロ 供給電気方式および供給電圧が交流３相３線式標準電圧200ボルトの場

合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）× 電圧（ボルト）×1.732× 
1

1,000
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10 使用電力量等の協定 

使用電力量または最大需要電力を協議によって定める場合の基準は，次によ

ります。 

(1) 使用電力量の協定 

原則として次のいずれかの値といたします。 

イ 過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定の対象となる期間

または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更

があった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電

力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

(ｲ) 前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前年同月の使用電力量

前月または前年同月の実日数
  × 

協定の対象となる 
期間の日数 

(ﾛ) 前３月間の使用電力量による場合 

前３月間の使用電力量

 前３月間の実日数
  × 

協定の対象となる 
期間の日数 

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた

値を合計した値といたします。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合

で，取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

取替後の計量器によって計量された期間の日数
   × 

協定の対象となる 
期間の日数 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といた

します。 

なお，この場合の計量器の取付けは，61（計量器等の取付け）に準ずる

ものといたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 
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計量電力量

 100パーセント＋（±誤差率）

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降

の使用電力量を対象として協定いたします。 

(ｲ) お客さまの申出により測定したときは，申出の日の属する月 

(ﾛ) 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月 

(2) 最大需要電力の協定 

(1)に準ずるものといたします。 

11 日割計算の基本算式 

(1) 日割計算の基本算式は，次のとおりといたします。 

イ 基本料金，最低料金，定額制供給の料金または最低料金に適用される再

生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合 

１月の該当料金 × 
日割計算対象日数

検針期間の日数

ただし，30（料金の算定）(1)ハまたはニに該当する場合は， 

日割計算対象日数

検針期間の日数
  は， 

日割計算対象日数

 暦 日 数

といたします。 

ロ 従量電灯，臨時電灯Ｂおよび公衆街路灯Ｂの料金適用上の電力量区分を

日割りする場合 

(ｲ) 従 量 電 灯  

最低料金適用電力量＝10キロワット時 × 
日割計算対象日数

検針期間の日数

なお，最低料金適用電力量とは，イにより算定された最低料金または

最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用され

る電力量をいいます。 

第１段階料金適用電力量＝110キロワット時 × 
日割計算対象日数

検針期間の日数
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なお，第１段階料金適用電力量とは，10キロワット時をこえ120キロ

ワット時までの１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力

量をいいます。 

第２段階料金適用電力量＝180キロワット時 × 
日割計算対象日数

検針期間の日数

なお，第２段階料金適用電力量とは，120キロワット時をこえ300キロ

ワット時までの１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力

量をいいます。 

(ﾛ) 臨時電灯Ｂおよび公衆街路灯Ｂ 

最低料金適用電力量＝10キロワット時 × 
日割計算対象日数

検針期間の日数

なお，最低料金適用電力量とは，イにより算定された最低料金または

最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用され

る電力量をいいます。 

(ﾊ) (ｲ)または(ﾛ)によって算定された最低料金適用電力量，第１段階料金

適用電力量および第２段階料金適用電力量の単位は，１キロワット時と

し，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(ﾆ) 30（料金の算定）(1)ハまたはニに該当する場合は，(ｲ)および(ﾛ)の 

日割計算対象日数

検針期間の日数
  は， 

日割計算対象日数

 暦 日 数

といたします。 

ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 

(ｲ) 30（料金の算定）(1)イ，ハまたはニの場合 

 料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 

(ﾛ) 30（料金の算定）(1)ロの場合 

 料金の算定期間の使用電力量を，料金に変更のあった日の前後の期間

の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定い

たします。また，業務用電力，低圧電力，高圧電力および臨時電力（従

量制供給のものに限ります。）のお客さまにおいて，料金の算定期間に
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夏季およびその他季がともに含まれる場合は，料金の計算上区分すべき

期間の日数（停止期間中の日数を除きます。）に契約電力を乗じた値の

比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし，計量値を

確認する場合は，その値によります。 

ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金に適用

される再生可能エネルギー発電促進賦課金および定額供給の再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金を除きます。）を算定する場合 

(ｲ) 30（料金の算定）(1)イ，ハまたはニの場合 

 料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 

(ﾛ) 30（料金の算定）(1)ロの場合 

 料金の算定期間の使用電力量を，料金に変更のあった日の前後の期間

の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定い

たします。ただし，計量値を確認する場合は，その値によります。 

(2) 電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロに

いう検針期間の日数は，次のとおりといたします。 

イ 電気の供給を開始した場合 

開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から，需給開始

の直後の検針日の前日までの日数といたします。 

ロ 需給契約が消滅した場合 

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日としてお客さまにあら

かじめお知らせした日の前日までの日数といたします。 

(3) 28（料金の算定期間）(2)の場合は，(1)イにいう検針期間の日数は，計量

期間の日数といたします。ただし，電気の供給を開始し，または需給契約が

消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は，(2)に準ずるものといたしま

す。この場合，(2)にいう検針日は，計量日といたします。 

(4) 定額制供給の場合または29（使用電力量等の計量）(8)の場合は，電気の

供給を開始し，または需給契約が消滅したときの(1)イおよびロにいう検針

期間の日数は，(2)に準ずるものといたします。この場合，(2)にいう検針日

は，そのお客さまの属する検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日とし
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てお客さまにあらかじめお知らせした日は，消滅日直後のそのお客さまの属

する検針区域の検針日といたします。 

(5) 電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロに

いう暦日数は，次のとおりといたします。 

イ 電気の供給を開始した場合 

そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日（開始日が含まれ

る検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日数とい

たします。 

ロ 需給契約が消滅した場合 

そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が

含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。）の属する月の日

数といたします。 

(6) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，(1)イの日割計算対象

日数は，停止期間中の日数といたします。この場合，停止期間中の日数には，

電気の供給を停止した日を含み，電気の供給を再開した日は含みません。ま

た，停止日に電気の供給を再開する場合は，その日は停止期間中の日数には

含みません。 

12 標準設計基準 

(1) 適 用 

イ この基準は，Ⅷ（工事費の負担）に定める標準設計で施設する場合の工

事費の算定に適用いたします。 

ロ この基準に明記していない場合は，電気設備に関する技術基準その他関

係法令，当社の設計基準等にもとづき技術的に適当と認められる設計によ

ります。この場合，その設計を標準設計といたします。 

ハ 地形上その他周囲の状況からこの基準によりがたいため特別な施設を

要する場合は，技術的に適当と認められる設計によります。この場合，そ

の設計を標準設計といたします。 

(2) 高圧または低圧電線路 
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イ 通 則 

(ｲ) 電圧降下の許容限度 

高圧または低圧電線路における電圧降下の許容限度は，次の値を標準

といたします。この場合，電線路は需給地点から当該の需要に供給する

変電所の引出口に設置するしゃ断器または供給用変圧器の負荷側接続

点までといたします。 

なお，既設電線路を利用する場合，または他のお客さまと同時に供給

設備を施設する場合は，他のお客さまの電圧降下等を考慮して施設いた

します。 

 高   圧 低   圧 

公称電圧（ボルト） 3,300 6,600 100 200 

電圧降下（ボルト）   300   600   6  20 

(ﾛ) 経 過 地 

高圧または低圧電線路の経過地は，地形その他を考慮して保守および

保安に支障のない範囲において，電線路が最も経済的に施設できるよう

選定いたします。 

(ﾊ) 電線路の種類  

高圧または低圧電線路は，架空電線路を標準といたします。ただし，

架空電線路とすることが法令上認められない場合，または技術上，経済

上不適当と認められる場合は他の方法によります。 

ロ 架 空 電 線 路  

(ｲ) 電線路の施設  

ａ 高圧または低圧架空電線路は，単独の電線路を新たに施設する場合，

他の架空電線路と併架する場合，電線の張替えによる場合および負荷

分割をする場合等線路の保守，保安上支障をきたさない範囲で最も経

済的な方法により施設いたします。 

ｂ 高圧架空電線路を単独に施設する場合は，原則として１回線といた

します。 
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(ﾛ) 支持物の種類  

ａ 高圧または低圧架空電線路の支持物は，原則として工場打鉄筋コン

クリート柱を標準といたします。

ｂ 工場打鉄筋コンクリート柱を使用することが地形または技術上，経

済上不適当と認められる場合は，他の支持物を使用いたします。

(ﾊ) 標 準 径 間  

標準径間は，次の値を標準といたします。 

施 設 地 域 標準径間（メートル） 

市  街  地 40 

そ  の  他 50 

(ﾆ) 支持物の長さ  

支持物の長さは，次の値を標準といたします。ただし，施設場所の状

況により，根入れ，他の工作物との離隔，装柱，弛度等の関係から必要

な場合は，この標準以外のものといたします。 

        施設地域 

装柱 
市街地（メートル） その他（メートル） 

高       圧 11 9 

高 低 圧 併 架 12 10 

低       圧 9 9 

(ﾎ) が い し 

がいしは，次のものを標準といたします。 
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          使用箇所 

電 圧 
引通箇所 引  留  箇  所 

高 圧 
高圧ピンがいし 

高圧中実がいし 
高圧耐張がいし 

低 圧 低圧ピンがいし 低圧引留がいし 

低 圧 引 込 低圧引留がいし，多溝がいし，ＤＶがいし 

(ﾍ) 電線の種類および太さ 

ａ 高圧または低圧架空電線には，硬銅線を使用いたします。ただし，

技術上，経済上不適当と認められる場合は，他の適当な材質のものを

使用いたします。

ｂ 高圧または低圧架空電線および高圧または低圧架空引込線には，絶

縁電線を使用いたします。

ｃ 電線の太さは許容電流，電圧降下，機械的強度および法令上の制限

を考慮して，次の中から選定いたします。ただし，技術上，経済上不

適当と認められる場合は，他の適当な電線を使用することがあります。
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（単位：アンペア）

太 さ 

種 別 

単 線 
(ﾐﾘﾒー ﾄﾙ) 

より線（平方ミリメートル） 

2 .6 3 .2 5 .5 14 22 38 60 80 100 150 

屋外用ビニール 
絶 縁 電 線 
（ＯＷ電線） 

112 153 206 

600Ｖビニール 
絶 縁 電 線 
（ＩＶ電線） 

88 115 162 217 

引込用ビニール 
絶 縁 電 線 

（ＤＶ電線） 

2心 38 50 

3心 34 44  62 

高  圧 

絶縁電線 

ＯＣＷ電線     150 210 280 335 390 505 

ＰＤＣ電線   58 

(ﾄ) 柱上変圧器の容量 

柱上変圧器の容量は，次の中から，需要の実情を考慮して当社が通常

使用しているもののうち，技術上，経済上適正なものを選定いたします。 

なお，３相で供給する場合は，単相変圧器２台によるＶ結線を標準と

いたしますが，単相変圧器３台をΔ結線で使用することもあります。 

容     量（キロボルトアンペア） 

５   10   20   30   50   75   100 

(ﾁ) 開閉器の種類および容量 

ａ 高圧架空電線路の操作または保守上必要な箇所には，開閉器を施設

いたします。この場合，開閉器の種類は，原則として気中開閉器とい

たします。

ｂ 開閉器の容量は，次の中から技術上，経済上適当なものを施設いた

します。
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容     量（アンペア） 

200           400           600 

(ﾘ) 装 柱 

高圧または低圧架空電線路の標準装柱は，水平配列または垂直配列の

うちいずれか技術上，経済上適当なものといたします。ただし，付近の

樹木や建物等の状況によっては，他の装柱とすることがあります。 

(ﾇ) 付属材料の種類 

ａ 高圧または低圧架空電線路のアームは軽量腕金といたします。

ｂ 支柱，支線柱は支持物強度の一部を安全に分担できる種類と長さの

ものを使用いたします。

ｃ 変圧器の１次側に使用する開閉器には，高圧カットアウトを使用い

たします。

(ﾙ) 耐 塩 害 施 設  

架空電線路の機器および材料は，耐塩構造のものを使用いたします。 

(ｦ) 耐 雷 施 設  

架空電線路には，避雷器，架空地線等を施設いたします。 

ハ 地 中 電 線 路  

(ｲ) 施 設 方 法 

高圧または低圧地中電線路の施設方法は，管路式を標準といたします。

ただし，次の場合は，直接埋設式または暗きょ式とすることがあります。 

ａ 直 接 埋 設 式

重車両が通ることなく，かつ，再掘さくが他に支障のない構内等に

施設する場合 

ｂ 暗 き ょ 式

当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合 

(ﾛ) 地中箱の施設  

ケーブル引入れ，引抜き，接続等の工事および点検，その他保守作業

を容易に行なうため必要な箇所に地中箱を施設いたします。 
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(ﾊ) ケーブルの種類および太さ 

地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは，次の中から技術

上，経済上適当なものを選定いたします。 

電 圧 種  類 太   さ（平方ミリメートル） 

低 圧 架橋ポリエチ

レン絶縁ビニ

ルシースケー

ブル 

22  38  60  100  150  250  325  －   － 

高 圧 22  38  60  100  150  250  325  400 500 

(ﾆ) 高圧機器（地上設置），高圧分岐装置，低圧分岐装置の設置 

ａ 高圧機器（地上設置）は，高圧線を分岐する場合，または高圧を低

圧に変圧する場合に施設いたします。

ｂ 高圧分岐装置は，高圧線からπ分岐し，高圧のお客さまに地中引込

みを行なう場合に施設いたします。

ｃ 低圧分岐装置は，低圧幹線から低圧のお客さまへの地中引込線を分

岐する場合に施設いたします。

(3) 変 電 設 備  

イ 通 則 

電線路の引出設備は，その変電所の他の設備に準じて施設いたします。 

ロ 結 線 法 

結線および主要機器取付数量の標準は，次のとおりといたします。 

公称電圧 
（キロボルト） 

結 線 法 機 器 名 数 量 

6.6 

単

母

線

し ゃ 断 器  

変 流 器 

零 相 変 流 器  

配 電 盤 

１ 台 

２ 個 

１ 個 

１ 式 
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凡   例 

引出型しゃ断器 変 流 器 零相変流器 

ハ し ゃ 断 器 

(ｲ) しゃ断器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その回路電

圧に応じ，最大負荷時の電流および施工時の系統構成または将来構成さ

れることが予定されている系統構成について計算した事故電流から判

断して，必要最小のものを使用いたします。 

(ﾛ) 系統構成は，10年程度先を目標といたします。 

ニ 計器用変流器  

(ｲ) 計器用変流器は，当社で一般的に使用しているもののなかで，その回

路電圧に応じ，最大負荷時の電流およびその系統の事故電流から判断し

て，必要最小のものを使用いたします。 

(ﾛ) 系統構成は，10年程度先を目標といたします。 

ホ 配 電 盤 

配電盤には，原則として電流計，電力量計およびしゃ断器操作用開閉器

ならびに運転に必要な器具を取り付けます。また，必要に応じ無効電力量

計，電圧計等を取り付けます。 

なお，無人変電所の場合には，当該設備の遠隔監視制御装置（通信伝送

路を含みます。）を取り付けます。 

ヘ 保 護 装 置 

電線路には短絡または地絡故障を生じた場合に，自動的に電路をしゃ断

するための保護装置を取り付けます。 

なお，原則として各線路には自動再閉路継電器を施設いたします。 


